


　肝属川の今後概ね３０年の河川整備の目標などを示した「肝属川水系河川整備計画」の（案）を２月に公表し、平成24年度早々に策定予定。
　この計画は、次世代につなぐ肝属川の川づくりについてとりまとめた重要な計画です。

　

河川工学や環境、歴史など１０名の専門家（学識者）の方々から意見を伺うため、３回にわたって懇談会を開催し、治
水、環境面などについて各専門の立場から、貴重な意見や助言を頂きました。
　

　
　　　　　　第１回（平成23年7月26日）　　　　　　第２回（平成23年9月15日）　　　　　　　第３回（平成24年1月25日）

肝属川水系学識者懇談会

②アンケート葉書、インターネットによる意見聴取
　・募集期間：平成23年11月16日～平成23年12月20日

　・アンケート葉書付パンフレット及び意見箱設置場所
　　：国土交通省、鹿屋市・東串良町・肝付町の
　　 主要施設28箇所

鹿屋市会場 肝付町会場

　 大隅河川国道事務所では現在、肝属川の今後概ね３０年の河川整備の目標や進め方、管理の方法などを示した「肝属川水系河川整備計画」を策定中です。これまで、河川工学や環境、歴史など専門の分野に
詳しい委員の方々で構成する「肝属川水系学識者懇談会」をとおして専門的な見知からご意見を伺ったり、住民説明会や各主要施設に設置した意見箱、事務所ホ－ムペ－ジをとおして地域の皆様からご意見を
伺ってきました。頂いた意見を参考に計画（案）をとりまとめ、平成２４年２月２４日に公表したところです。これから、鹿児島県知事からの意見聴取並びに国の関係省庁との協議を経て、平成24年度早々
正式に策定される予定です。

　 これまでに実施してきた学識者懇談会や関係住民等からの意見聴取の概要

住民説明会、アンケート葉書、インターネット等からの意見

①住民説明会（２回開催）
・鹿屋市役所・・・・・・・・・平成２３年１２月７日開催
　（旧鹿屋市、旧吾平町居住者を対象）
・肝付町文化センター ・・平成２３年１２月８日開催
　（旧高山町、旧串良町、東串良町居住者を対象）

【治水】
　　・治水対策は重要である。早急な対策をお願い
　　　したい
　　・津波対策のこともしっかり記載して欲しい
　　・水防の連携・協力体制を万全に願いたい
 【環境】
　　・水質ワースト上位の汚名返上、水質改善を
　　　お願いしたい
　　・汚濁排出の規制強化をお願いしたい
　　・安全に川に近づくことができ、川遊びが出来
　　　る川にして欲しい
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１３０　（住民説明会１５、はがき・インターネット１０６、関係機関９）

 大隅河川国道事務所 ＨＰアドレス
 http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi

　 肝属川上流の水質改善を図るため、大隅河川国道事
務所が事務局となり、平成１７年３月に学識者や地域
住民の代表者、各関係機関らが共同で「肝属川水環境
改善緊急行動計画」を策定しております。平成２３年
９月には、目標とする水環境の改善状況の中間評価や
取り組み施策の見直し等を行ったところであり、今後
さらに地域住民、行政機関及び民間機関が一丸となっ
て、生活排水対策、事業場排水対策、河川・水路の浄
化、河川愛護活動や河川環境教育等を通じた啓発活動
などを継続的に実施し、水質の改善を推進します。
　また、これらの取り組みの実施効果を確認するため
に、モニタリングや定期的な会議を開催する等のフォ
ローアップを行います。平成22年度より稼働してい
る肝属川上流浄化施設や平成20年度より3号排水
路・5号排水路などに設置しているひも状接触材によ
る簡易浄化等については、効果的・持続的に機能を発
揮できるよう適切に維持管理を行っていきます。

皆様から頂いた主な意見

　地域住民と関係機
関とが相互に連携・
協力して危機管理体
制を確立し、整備途
上での施設能力以上
の洪水や整備計画規
模を上回る洪水が発
生し、はん濫した場
合でも被害を出来る
だけ最小限に抑えま
す。

■ 環 境（水質保全）の主な取り組み

■ 治 水 対 策（ソフト対策）の主な取り組み

■ 治 水 対 策（ハ－ド対策）の主な取り組み




